
人事評価結果の活用促進について 

・平成28年 改正地公法施行 平成29年 活用の本格実施 
   →地方公務員法において人事評価結果の任用、給与 

     等への活用が義務化    

人事評価 

制度の導入 

・県内市町村においては約半数の団体で未活用 

   →平成31年４月１日現在の活用状況 昇給 48.5％ 

    勤勉手当48.5％ 昇任・昇格 30.3％ 分限 24.2％ 

活用の 

状況 

活用の 

必要性 

制度の 

動向 

活用促進に
向けた取組 

   

     

①能力・実績に基づく人事管理の徹底 
     →より高い能力を持った公務員の育成 

②組織全体の士気高揚、公務能率の向上 
     →住民サービス向上の土台をつくる 

 

 
・会計年度任用職員制度においても人事評価結果の活用 

を想定 
  →人事評価制度の重要性が高まっている 

・人事評価結果活用の促進に向けた工程表作成 

   →全ての市町村で令和２年度中に任用、給与等への 

       活用を実施するよう取組を推進 
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人事評価結果の一般職の給与等への活用状況について（平成31年４月1日現在）

盛岡市 ○ ○

宮古市 ○ ○

大船渡市 ○ ○

花巻市 ○ ○

北上市 ○ ○

久慈市 ○ ○

遠野市 ○ ○

一関市 ○ ○

陸前高田市 ○ ○

釜石市 ○ ○

二戸市 ○ ○

八幡平市 ○ ○

奥州市 ○ ○

滝沢市 ○ ○

雫石町 ○

葛巻町 ○ ○

岩手町 ○ ○

紫波町 ○ ○

矢巾町 ○ ○

西和賀町 ○ ○

金ケ崎町 ○ ○

平泉町 ○ ○

住田町 ○ ○

大槌町 ○ ○

山田町 ○ ○

岩泉町 ○ ○

田野畑村 ○ ○

普代村 ○ ○

軽米町 ○ ○

野田村 ○ ○

九戸村 ○ ○

洋野町 ○ ○

一戸町 ○ ○
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